
 

 
平成２７年習志野市議会第１回定例会議案概要 

 
 

（議案）  議案番号 

１ 予算  ９件 

（１）平成２７年度習志野市一般会計予算 

（２）平成２７年度習志野市国民健康保険特別会計予算 

（３）平成２７年度習志野市公共下水道事業特別会計予算 

（４）平成２７年度習志野市介護保険特別会計予算 

（５）平成２７年度習志野市後期高齢者医療特別会計予算 

（６）平成２７年度習志野市ガス事業会計予算 

（７）平成２７年度習志野市水道事業会計予算 

（８）平成２６年度習志野市一般会計補正予算（第６号） 

（９）平成２６年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号） 

 

２ 新規条例  １件 

（１）習志野市教育委員会教育長の勤務条件及び職務に専念する義務

の特例に関する条例の制定について 

 

３ 一部改正条例  １１件 

（１）習志野市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

（２）習志野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例等の一部を改正する条例の制定について 

（３）習志野市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

（４）習志野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

（５）習志野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

（６）習志野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

（７）習志野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

（８）習志野市難病患者見舞金支給条例の一部を改正する条例の制定

について 

（９）習志野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

（10）習志野市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

財 政 課 

 

 

 

(教 )教育総務課 

 

 

 

総 務 課 

人 事 課 

 

人 事 課 

 

人 事 課 

 

人 事 課 

 

財 政 課 

国保年金課 

社会福祉課 

 

介護保険課 

建築指導課 

 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 
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９ 

 

 

 

１０ 

 

 

 

１１ 

１２ 

 

１３ 

 

１４ 

 

１５ 

 

１６ 

１７ 

１８ 

 

１９ 

２０ 

 



  

（11）習志野市立幼稚園保育料等徴収条例等の一部を改正する条例の

制定について 

 

４ 市道の路線認定  １件 

（１）市道の路線認定について 

 

こども政策課 

 

 

 

道路交通課 

２１ 

 

 

 

２２ 

 

 

（報告） １件 

  

報告番号 

（１）専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解について) 総 務 課 １ 
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議案第１０号 習志野市教育委員会教育長の勤務条件及び職務に専念する義務

の特例に関する条例の制定について 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正に伴い、「教育公務

員特例法」の一部が改正され、現行の「習志野市教育委員会教育長の給与、勤務

時間その他勤務条件に関する条例」における根拠規定が削除されたことから、既

存の条例を廃止するとともに、新たに条例を制定するものです。 

 

１ 勤務条件について 

  勤務時間等の勤務条件は、一般職の職員と同様とします。 

   

２ 職務に専念する義務の免除について 

  教育長は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務の

免除を受けることができることとし、この規定のほかは、一般職の職員と同様

とします。 

 

（施行期日） 

平成２７年３月３１日以後最初に教育長の任期が満了する日（任期満了前に欠

員となったときは、その日）の翌日から施行します。 

 

 

 

議案第１号 平成２７年度習志野市一般会計予算 

議案第２号 平成２７年度習志野市国民健康保険特別会計予算 

議案第３号 平成２７年度習志野市公共下水道事業特別会計予算 

議案第４号 平成２７年度習志野市介護保険特別会計予算 

議案第５号 平成２７年度習志野市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第６号 平成２７年度習志野市ガス事業会計予算 

議案第７号 平成２７年度習志野市水道事業会計予算 

議案第８号 平成２６年度習志野市一般会計補正予算（第６号） 

議案第９号 平成２６年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算(第１号) 
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議案第１１号 習志野市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

 行政手続法の一部改正に伴い、改正するものです。 

 市民の権利利益の保護を充実させるため、手続の整備を図ります。 

 

１ 行政指導の方式（権限の根拠の明示） 

  市の機関が行政指導をする際に、許認可権限等に関する事柄を示すときは、

法令等の根拠を示さなければならないこととします。 

 

２ 行政指導の中止等の求め 

  法令、条例等に違反する行為の是正を求める行政指導（法律又は条例に根拠

があるものに限ります。以下同じです。条例に基づく「改善勧告」等）を受け

た者は、行政指導をした市の機関に申し出て、行政指導の中止、変更等必要な

措置をとることを求めることができることとします。 

   

３ 処分又は行政指導の求め 

  法令、条例等の違反事実がある場合で、改善命令、改善勧告など市がその是

正のためにすべき処分又は行政指導をしていないと考えるときは、誰でも、権

限を有する市の機関に申し出て、処分又は行政指導を求めることができること

とします。 

   

（施行期日） 

平成２７年４月１日から施行します。 

 

議案第１２号 習志野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例等の一部を改正する条例の制定について 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正に伴い、次の条例を

改正し、文言整理を行うものです。 

 

 ・習志野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

 ・習志野市特別職の職員等の給与に関する条例 

 ・習志野市特別職の職員等の退職手当に関する条例 

 

（施行期日） 

平成２７年３月３１日以後最初に教育長の任期が満了する日（任期満了前に欠

員となったときは、その日）の翌日から施行します。 
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議案第１３号 習志野市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 平成２７年２月２０日において習志野市長であった者の退職手当につき、その

支給額の１００分の３０を減額しようとするものです。 

 

（施行期日） 

公布の日から施行します。 

 

議案第１４号 習志野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、次のように改正するものです。 

 

１ 給料表の改定 

給料月額を引き下げます。なお、３年間は現給料額を保障します。 

  行政職給料表平均改定率 △２.０％ 

 

２ 地域手当の改定 

地域手当支給率を引き上げます。経過措置として、平成２７年度は１１％と

します。 

現 行 改正後 
１０％ １５％ 

 

３ 単身赴任手当の改定 

単身赴任手当を引き上げます。経過措置として、平成２９年度までは３万円

以下の規則で定める額とします。 

現 行 改正後 
月額２万３千円 月額３万円 

 

４ 管理職員特別勤務手当の改正 

管理職員特別勤務手当は、現在、臨時・緊急対応について休日等の勤務を対

象としています。これに加え、平日の深夜に勤務した場合に、６，０００円以

下の規則で定める額を支給することとします。 

 

５ ５０歳台後半層の職員の給与抑制措置の廃止 

現在、５５歳以上で７級以上の職員に行われている給与の減額（△１.５％）

を、平成２９年度をもって廃止します。 

 

６ その他法改正等に伴う文言整理を行います。 

   

（施行期日） 

平成２７年４月１日から施行します。 

 



- 4 - 
 

議案第１５号 習志野市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 給与制度の総合的見直しの影響を踏まえ、国及び千葉県と同様に、退職した職

員の退職前の職責（５年分）に応じて加算することとされている「調整月額※」

を、次のように改定するものです。 

  

区分 職責 現 行 改正後 

第１号区分 ８級 45,850 円 59,550 円 

第２号区分 ７級 41,700 円 54,150 円 

第３号区分 ６級 33,350 円 43,350 円 

第４号区分 ５級 25,000 円 32,500 円 

第５号区分 ４級 20,850 円 27,100 円 

第６号区分 ３級 16,700 円 21,700 円 

 

※退職手当額＝「退職手当の基本額」＋「調整月額×６０月」 

 

（施行期日） 

平成２７年４月１日から施行します。 

 

議案第１６号 習志野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の題名が「鳥獣の保護及び管理

並びに狩猟の適正化に関する法律」に改正されることに伴い、条例で引用してい

る題名を改正するものです。 

 

（施行期日） 

平成２７年５月２９日から施行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

議案第１７号 習志野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料に係る規定を改正す

るものです。 

１ 国民健康保険料賦課限度額の改定 

  保険料の賦課限度額を次のとおり改定します。 

区 分 現 行 改正後 

基礎賦課限度額 

(医療分) 
５１万円 ５２万円 

後期高齢者支援金等 

賦課限度額 

(支援金分) 

１６万円 １７万円 

介護納付金賦課限度額 

(介護分) 
１４万円 １６万円 

保険料合計 ８１万円 ８５万円 

 

２ 低所得者の保険料軽減制度の拡充 

 低所得世帯に対して実施されている保険料の軽減措置を強化します。 

 現在、世帯の所得が一定の額（以下「基準額」といいます。）に達しない場

合には、その額によって保険料のうち被保険者１人につきかかる「被保険者均

等割」と１世帯ごとにかかる「世帯別平等割」を、７割、５割又は２割軽減し

ております。このうち、５割軽減、２割軽減世帯の基準額を次のとおり見直し

ます。 

減額割合 
基 準 額 

改正前 改正後 

７割 ３３万円（改正なし） 

５割 

３３万円＋２４万５千円 

×被保険者数 

（収入の目安：１７８万円※） 

３３万円＋２６万円 

×被保険者数 

（収入の目安：１８４万円※） 

２割 

３３万円＋４５万円 

×被保険者数 

（収入の目安：２６６万円※） 

３３万円＋４７万円 

×被保険者数 

（収入の目安：２７４万円※） 

※ （ ）内は、３人世帯（夫婦、子１人で夫の給与収入のみ）と仮定したときに、基準

となる所得額を収入で表した目安です。 

 

（施行期日等） 

 平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度以後の年度分の保険料から適用

します。 
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議案第１８号 習志野市難病患者見舞金支給条例の一部を改正する条例の制定

について 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」の制定及び「児童福祉法」の一部

改正に伴い、難病患者の定義を改正し、見舞金の支給対象とする疾病を拡大する

ものです。 

 

（施行期日） 

平成２７年４月１日から施行します。 

 

議案第１９号 習志野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

介護保険法施行令の一部改正等に伴い、改正するものです。 

１ 介護保険料の改定 

第１号被保険者（６５歳以上の者）に係る平成２７年度から平成２９年度ま

での保険料を次のように改定します。 

現行 改正後 

所得段階 対象者 保険料／年(円) 所得段階 対象者 保険料／年(円) 

第１段階 

生活保護の受給者及び 

老齢福祉年金受給者 

（市町村民税世帯非課税） 

２４，９９０ 

第１段階 

・生活保護の受給者及び 

老齢福祉年金受給者 

（市町村民税世帯非課

税） 

・世帯全員が市町村民税非

課税の者で前年の合計

所得金額と課税の対象

となる公的年金等収入

金額の合計額が８０万

円以下の者 

２６，５４０ 

第２段階 

世帯全員が市町村民税非課

税の者で前年の合計所得金

額と課税の対象となる公的

年金等収入金額の合計額

が８０万円以下の者 

２４，９９０ 

第３段階 

世帯全員が市町村民税非課

税の者で前年の合計所得金

額と課税の対象となる公的

年金等収入金額の合計額

が８０万円超１２０万円以

下の者 

３４，５６０ 第２段階 

世帯全員が市町村民税非

課税の者で前年の合計所

得金額と課税の対象とな

る公的年金等収入金額の

合計額が８０万円超 

１２０万円以下の者 

３６，７１０ 

第４段階 

世帯全員が市町村民税非課

税の者で第１段階、第２段

階及び第３段階に該当しな

い者 

３８，２９０ 第３段階 

世帯全員が市町村民税非

課税の者で第１段階、第２

段階に該当しない者 

４０，６６０ 

第５段階 

本人が市町村民税非課税で

本人の前年の合計所得金額

と課税の対象となる公的年

金等収入金額の合計額が 

８０万円以下の者 

４７，８６０ 第４段階 

本人が市町村民税非課税

で本人の前年の合計所得

金額と課税の対象となる

公的年金等収入金額の合

計額が８０万円以下の者 

５０，８３０ 

第６段階 
本人が市町村民税非課税で

第５段階に該当しない者 

５３，１８０ 

（基準額） 
第５段階 

本人が市町村民税非課税

で第４段階に該当しない

者 

５６，４８０ 

（基準額） 
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第７段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額125万円

以下）の者 

５８，４９０ 第６段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額120万円

未満）の者 

６２，１２０ 

第８段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額125万円

超200万円未満）の者 

６６，４７０ 第７段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額120万円

以上190万円未満）の者 

７３，４２０ 

第９段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額200万円

以上300万円未満）の者 

７４，４５０ 第８段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額190万円

以上290万円未満）の者 

８４，７２０ 

第１０段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額300万円

以上400万円未満）の者 

７９，７７０ 第９段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額290万円

以上400万円未満）の者 

９３，１９０ 

第１１段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額400万円

以上500万円未満）の者 

８７，７４０ 第１０段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額400万円

以上500万円未満）の者 

１０１，６６０ 

第１２段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額500万円

以上600万円未満）の者 

９３，０６０ 第１１段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額500万円

以上600万円未満）の者 

１０７，３１０ 

第１３段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額600万円

以上700万円未満）の者 

９８，３６０ 第１２段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額600万円

以上700万円未満）の者 

１１２，９６０ 

第１４段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額700万円

以上800万円未満）の者 

１０６，３６０ 第１３段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額700万円

以上800万円未満）の者 

１２１，４３０ 

第１５段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額800万円

以上1,000万円未満）の者 

１１１，６７０ 第１４段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額800万円

以上1,000万円未満）の者 

１２９，９００ 

第１６段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額1,000万

円以上）の者 

１２２，３１０ 

第１５段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額1,000万

円以上1,500万円未満）の

者 

１３８，３７０ 

第１６段階 

本人が市町村民税課税（前

年の合計所得金額1,500万

円以上）の者 

１４１，２００ 

 
 

２ 介護予防・日常生活支援総合事業※の開始時期 

介護保険法の一部改正に伴い実施する介護予防・日常生活支援総合事業につ

いて、平成２９年４月１日から行うものとします。 

※ 介護予防・日常生活支援総合事業 

  要支援者等に対し既存の介護事業者のみでなく住民等が担い手となり生活支援サービ

スを提供する事業と、第１号被保険者全体に対し介護予防を行う事業からなる総合事業 

 

（施行期日） 

平成２７年４月１日から施行します。 
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議案第２０号 習志野市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 「建築基準法」及び「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の改正並

びに「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の改正

に伴い、手数料の規定を改正するものです。また、この改正に併せて文言を整理

します。 

 

１ 建築基準法に基づく手数料の創設及び廃止 

(１) 新設される許認可の事務に係る手数料の創設 

ア 仮使用認定申請手数料             １４４，０００円 

イ 特定用途誘導地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 

 １９２，０００円 

 (２) 構造計算適合性判定の事務に係る手数料の廃止 

 

２ マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく許可の事務に係る手数 

 料の創設 

(１) マンションの建替えによる容積率の特例許可申請手数料 

 １９２，０００円 

 

３ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価書の交付を受け

た場合の長期優良住宅認定の事務に係る手数料の創設 

(１) 住宅性能評価書の交付を受けた場合の長期優良住宅建築等計画認定申請

手数料 

ア 戸建の住宅                  １６，０００円 

イ 共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建住宅以外の住宅をいう。） 

         ５戸以下のもの            ５７，０００円 

        １０戸以下のもの            ９２，０００円 

        ２５戸以下のもの           １７２，０００円 

        ５０戸以下のもの           ２９５，０００円 

       １００戸以下のもの           ４５３，０００円 

       ２００戸以下のもの           ８２５，０００円 

       ３００戸以下のもの         １，１２５，０００円 

       ３００戸を超えるもの        １，３６１，０００円 

（施行期日） 

１については、平成２７年６月１日から施行します。 

２及び３については、平成２７年４月１日から施行します。 
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議案第２１号 習志野市立幼稚園保育料等徴収条例等の一部を改正する条例の

制定について 

子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」といいます。）の施行に伴い、関

係条例について改正するものです。 

 

１ 改正する条例 

・習志野市立幼稚園保育料等徴収条例 

・習志野市立こども園の設置及び管理に関する条例 

・習志野市立保育所の設置及び管理に関する条例 

・習志野市環境保全条例 

 

２ 改正の内容 

(１) 保育料関係 

新制度において、幼稚園・認定こども園・保育所等における保育料につ

いては、各世帯の市町村民税額によって市が負担額を定める方式に統一さ

れます。このことから、市立の幼稚園・認定こども園・保育所の保育料（負

担額）を条例で定めるものです。 

その額については、条例においては政令で定める額を上限として規定し、

各階層区分ごとの具体的な金額を規則で定めます。 

(２) 条文整備関係 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（いわゆる「認定こども園法」）の改正に伴う条文整備を行います。 

 

（施行期日等） 

平成２７年４月１日から施行し、保育料については同月分から適用します。 

 

議案第２２号 市道の路線認定について 

 認定する路線は、３路線です。 

 

 認定 ３路線  

認 定 理 由 路 線 名 

寄附申出によるもの 
谷津５丁目   ０１－１６８号線 

谷津５丁目   ０１－１６９号線 

開発行為に伴うもの 東習志野２丁目 １１－０８６号線 
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報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について） 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額の決定及び和解につ

いて専決処分したので、報告するものです。 

１ 道路名称板の不良による事故 

１ 事 件 の 概 要  平成２６年１１月１８日、習志野市津田沼五丁目１１

番１０号地先の市道００－００４号線において、道路照

明灯に設置された道路名称板が落下し、停車中の車両の

自動車の左後部ドア、給油口付近及びバンパーが損傷し

た物損事故 

２ 担 当 課 都市整備部 道路交通課 

３ 和解の条件等  市は相手方に対し、修理費の１０割に当たる 

２６６，０８０円を支払う。 

 相手方は、本件事故については、名目のいかんを問わ

ず今後一切の請求を行わないものとする。 

４ 専 決 処 分 日 平成２７年１月９日 

２ 建造物侵入及び器物損壊保護事件 

１ 事件の概要  平成２５年９月１１日の深夜から翌朝にかけて、市立

中学校において、少年６名により校舎及び体育館の窓ガ

ラス等５６枚が割られた建造物侵入及び器物損壊保護事

件について少年１名と和解（他の少年５名とは既に和解） 

２ 担 当 課 学校教育部 学校教育課 

３ 和解の条件等 (１) 相手方は、市に対し、相手方の行為により、市立

中学校の生徒及び職員に対し、多大な不安や迷惑を

与えたことについて、深く反省して謝罪する。 

(２) 相手方は、今後、正当な理由なく当該中学校に立

ち入らず、また、同校の生徒の安全を脅かす行動に

出ないことを誓約する。 

(３ )  相手方は、市に対し、本件事件によって

金５７５，６４８円の損害を与えたことを認め、う

ち金１０３，２４８円を本示談の席上で支払う。な

お、市は他の５名と平成２６年６月１１日付けで和

解し、うち金４７２，４００円を受領済みである。 

(４) 市は、相手方に対し本件事件について宥恕
ゆうじょ

する。 

４ 専決処分日  平成２６年１２月２４日 

 


